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福島県商工信用組合 
 

 

 

  次世代育成支援対策推進法に基づく行動計画 

 

 

職員がその能力を発揮し、仕事と生活の調和を図り働きやすい雇用 

環境整備を行うため、次のように行動計画を策定する。 

 

 

 

１． 期 間    令和７年４月１日～令和１２年３月３１日 （５年間） 

 

２． 内 容 

目標１所定外労働時間を削減するため、毎週火曜日をノー残業デー 

とし、仕事の効率化と家庭での時間を増やす。 

＜対策＞ 

・ ノー残業デーを一覧にして職員に周知する。 

・ 当日は担当課から定時退勤を促す電話連絡をする。 

・ 担当課は時間管理のための改善点をアドバイスする。 

 

目標２管理職を含めた職員の有給休暇取得率の向上に努める。 

＜対策＞ 

・ 年間付与日数を職員に周知し年間の有給休暇取得計画を立て 

させる。 

・ 毎月、有給休暇取得実績を周知し、計画的取得を促す。 

 

目標３インターンシップの受入れ拡大を図り、幅広い年齢の学生へ 

職業体験の機会を提供する。 

＜対策＞ 

・ 各団体、学校、採用ツールを最大に活用し積極的な受入をＰＲ 

する。 

・ 参加者の声や参加時の様子をまとめ、公開する。   
 

 
  以上 


